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主 文        

被告人を懲役１年１０月に処する。

未決勾留日数中２８０日をその刑に算入する。

本件公訴事実中覚せい剤取締法違反の点については，被告人は無罪。

理 由        

（罪となるべき事実）

被告人は

第１ （平成２１年７月１６日付け起訴状記載の公訴事実第１）

Ａと共同して，平成２１年５月１１日午後６時３０分ころ，松山市内のパ

チンコ店西側駐車場において，同所に駐車中のＢ所有の普通乗用自動車に対

し，こもごも持っていたバットで同車の運転席ドアガラスや助手席ドアガラ

スをたたき割るなどして同車を損壊（損害額約６万９０００円）し，もって，

数人共同して他人の物を損壊した

第２ （平成２１年７月１６日付け起訴状記載の公訴事実第２）

平成２１年５月１１日午後７時ころ，松山市内のスーパー駐車場において，

同所に駐車中の普通乗用自動車に乗車していたＣ（当時２２歳）に対し，持

っていたナイフでその左脇腹付近を１回切り付け，その右膝付近を３回突き

刺し，よって，同人に対し，加療約２週間を要する右膝，背部（左側胸部）

切創の傷害を負わせた

ものである。

（証拠の標目）

※ 括弧内の番号は，検察官（甲，乙）又は弁護人（弁）各請求の証拠番号を示す。

［判示事実全部について］

被告人の当公判廷における供述

証人Ｃ及び同Ａの当公判廷における供述

Ｄの検察官に対する供述調書謄本（甲４９，５０。ただし，いずれも不同意部
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分を除く。）

Ａの検察官に対する供述調書（甲２４。ただし，不同意部分を除く。）

［判示第１の事実について］

証人Ｅの当公判廷における供述

Ｂの検察官に対する供述調書（甲１２）

Ｆの司法警察員に対する供述調書（甲２０。ただし，不同意部分を除く。）

司法警察員作成の写真撮影報告書（甲９〔抄本〕，１４）

司法警察員作成の捜査報告書（甲１１）

司法警察員作成の電話聴取書（甲１０）

愛媛運輸支局長作成の登録事項等証明書（弁２３）

左上部に「価格.com」との記載がある書面（弁２４）

［判示第２の事実について］

Ｆの検察官に対する供述調書（甲２２）

司法警察員作成の写真撮影報告書（甲１６）

検察事務官作成の捜査報告書（甲５３）

司法警察員作成の電話聴取書（甲１９）

医師Ｇ作成の診断書（甲１５）

（事実認定の補足説明）

※ 以下，この項において月日のみで示す日付は平成２１年のものである。また，人名を示

すときは，初出以外氏のみで表記することがある。

第１ 暴力行為等処罰に関する法律違反（共同器物損壊），傷害について

１ 弁護人は，①判示第１の共同器物損壊について，判示の日時場所において，

普通乗用自動車のガラスをバットで割るなどの行為を行ったことは認めるが，

損害額は公訴事実記載の４１万１９５円ではない，②判示第２の傷害につい

て，被告人が，判示の日時場所において，被害者の右膝付近を突き刺したこ

とは認めるが，被告人が被害者の左脇腹付近を切り付けてはおらず，被害者
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の右膝付近を突き刺した回数も３回ではないと主張し，被告人もこれに沿う

供述をするので，以下検討する。

２ 関係証拠によれば，次の各事実が明らかに認められ，当事者も特にこれを争

わない。

（１）被告人は，Ｃが，被告人の交際相手であるＤの金や時計を着服したこと

に腹を立て，５月１１日，Ｄ，被告人の後輩であるＡ，Ｃの兄貴分であるＦ，

Ｆの友人であるＨとともに，普通乗用自動車（ボルボ）に乗って，パチンコ

店西側駐車場（以下「パチンコ店駐車場」という。）に行き，同駐車場に駐

車中の普通乗用自動車（クラウン）内で寝ていたＣを発見した。

（２）被告人とＡは，同日午後６時３０分ころ，パチンコ店駐車場において，

持っていたバットで，被告人がクラウンの運転席側ドアガラス１か所を，

Ａが助手席側ドアガラス前後２か所を，それぞれたたき割った。

  （３）同日午後７時４５分から同日午後１０時２０分までの間，事件現場にお

いて，警察官による実況見分が行われ，上記�のほか，クラウンのフロン

トガラスの中央付近にも大きな亀裂が入っていることが確認された。

  （４）Ｃは，被告人及びＡによりクラウンから外に出され，ボルボに連れ込ま

れた。ボルボの運転席には被告人，助手席にはＤ，後部座席にはＡ（運転

席側），Ｃ（中央）及びＦ（助手席側），ハッチバック部分にはＨがそれ

ぞれ座った。

  （５）被告人は，ボルボを運転して，パチンコ店駐車場からスーパー駐車場ま

で移動した。

  （６）被告人は，スーパー駐車場に駐車中のボルボ内で，運転席と助手席の間

のコンソールボックスに置かれていたナイフを手に取り，Ｃの右膝付近を

突き刺すなどした。

  （７）Ｃは，５月１２日，医師の診察を受け，加療約２週間を要する右膝，背

部（左側胸部），左足底切創と診断された。
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３ 車両の損害額について

（１）被告人及びＡは，いずれも，当公判廷において，クラウンのフロントガ

ラスをたたき割ったとの事実を否定しているので，検討する。

上記認定のとおり，事件から約１時間後の実況見分の時点で，フロントガ

ラスに大きな亀裂が入っている。Ｃは，当公判廷において，事件以前にフロ

ントガラスやドアガラスにひびが入っていたことはない旨明確に供述すると

ころ，Ｃは，本件直前までクラウンを使用しており，本件以前にフロントガ

ラスに亀裂があれば，それに気付かないとは考え難いこと，事件以前のクラ

ウンの損傷について，記憶がはっきりしている箇所とそうでない箇所を区別

して供述していること，この点についてＣが殊更に被告人に不利益な供述を

する理由も見当たらないことからすれば，Ｃの上記供述は信用できる。

そして，被告人及びＡの殴打行為以外にフロントガラスの亀裂を生じさせ

る原因が考えられないことからすれば，被告人とＡのいずれかがクラウンの

フロントガラスをたたいて亀裂を生じさせたと認めるのが相当である。

以上の事実及び前記２において認定した事実を併せ考慮すれば，被告人及

びＡは，共同して，少なくともクラウンのフロントガラス，運転席側ドアガ

ラス１か所，助手席側ドアガラス２か所を破損させたことが認められる。

（２）クラウンの修理費用の概算見積書（甲５１）を作成したディーラー会社

系列店社員の証言によれば，上記フロントガラス及びドアガラスの修理費用

見積額（部品・油脂及び技術料の合計）は，３３万１２２３円であることが

認められる。

他方，弁護人が主張するとおり，クラウンが平成６年４月に初度登録され

たものであることからすれば，クラウンの被害直前における交換価値は，上

記修理見積額を相当程度下回ることが十分考えられる。器物損壊罪の保護法

益にかんがみ，交換価値による実損額の認定が可能で，これが修理費用を下

回っている場合には，修理費用ではなく交換価値によることが，より被害実
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態に見合っているというべきである。

そして，クラウンの交換価値に関し弁護人が提出する証拠（弁２４）によ

れば，同じ車種，年式の自動車６台が，６万９０００円ないし１５万円の範

囲で評価されていることからすると，クラウンの交換価値は，少なくとも６

万９０００円を下らないと認められる。

４ 傷害について

（１）Ｃは，当公判廷において，要旨，以下のとおり供述する。

被告人は，運転席と助手席の間のコンソールボックスに置いてあったナイ

フを手に取って，腰を浮かせて後ろに振り返り，Ｃの左側から横向きにナイ

フを突き刺してきた。Ｃが右側に少し身体をずらしてよけたところ，左の脇

腹にナイフが刺さった。その後，被告人は，Ｃの右膝付近に逆手に持ったナ

イフを３回立て続けに突き刺した。その際，左右に人がいたためよけること

ができなかった。右膝の傷３か所についてはいずれも縫合処置を受けた。

（２）Ｃの上記供述は，具体的で迫真性があり，特に不自然な点も認められな

い上，被害翌日に撮影された写真（甲１６）及び被害の約１１か月後に撮影

された写真（甲５３）によって確認できる同人の左側胸部及び右膝付近の実

際の傷の状況，個数と整合する。Ｃは，公判廷において，自分にも非があっ

たので，被告人への厳しい処罰は求めない旨も述べており，あえて記憶に反

してまで被告人に不利益な供述をするとは考え難い。

したがって，Ｃの上記供述の信用性は高い。

（３）被告人は，当公判廷において，Ｃの左脇腹にナイフで切り付けてはいな

い，Ｃの右膝を突き刺したのは２回だけであるなどと供述する。

しかし，被告人の上記供述は，信用できるＣ供述と矛盾するほか，証拠上，

被告人以外にＣを傷付けた者はいなかったと認められるところ，Ｃの創傷の

客観的な状況，個数とも整合しない。弁護人は，被告人の持ったナイフが意

図せずＣの脇腹付近を傷付けた可能性や，まっすぐに突き刺さらなかったナ
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イフがずれて，被告人の１回の動作でＣの右膝付近２か所に傷を付けた可能

性があると主張し，被告人は，脇腹の傷について，Ｃをクラウンの車外に出

すときに，シートベルトの金属部分かどこかの鋭利な部分に当たったのでは

ないかと述べるが，左脇腹付近の傷は，弁護人がいうようにナイフがたまた

ま当たって生じたものとも，被告人が推測するような経過で生じたものとも

考え難いし，右膝の傷についても，証拠上認められる３つの切創の位置関係

に照らし，１回の動作で２か所に傷が付くとは考え難い。

したがって，この点に関する被告人の上記供述は，信用できない。

（４）以上のように，信用性が認められるＣの供述によれば，被告人が，Ｃの

左脇腹付近をナイフで１回切り付け，Ｃの右膝付近をナイフで３回突き刺し

たことが認められる。

第２ 覚せい剤取締法違反について無罪とした理由

１ 公訴事実及び争点

覚せい剤取締法違反被告事件に係る公訴事実は，「被告人は，法定の除外事

由がないのに，平成２１年４月下旬ころから同年５月１２日までの間，愛媛県

内又はその周辺において，フェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量

を自己の身体に摂取し，もって，覚せい剤を使用した。」というものである。

弁護人は，被告人が，公訴事実記載の期間内に覚せい剤を意図的に摂取した

ことを争うとともに，警察官らが被告人をＩ警察署（以下「Ｉ署」という。）

に留め置いた行為及び被告人の注射痕の有無を確認した行為には，令状主義を

没却するような重大な違法があり，被告人の尿につき作成された科学捜査研究

所主任研究員作成の鑑定書（甲３。以下「本件鑑定書」という。）は，そのよ

うな違法行為に密接に関連するもので，将来の違法捜査抑制の見地からもその

証拠能力を否定すべきであるから，結局覚せい剤自己使用の事実の証明がなく，

被告人は無罪であると主張する（なお，本件鑑定書については，弁護人が，公

判前整理手続において，作成の真正については争わず，作成者への反対尋問権
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は行使しない，ただし，違法収集証拠であり，採用することに異議は述べない

が，違法収集証拠であると判断された場合は，遅くとも判決宣告時までに証拠

排除されるべきであると述べた。裁判所は，弁護人の意見を踏まえ，公判前整

理手続において本件鑑定書を証拠採用し，公判廷において取り調べている。）。

そこで，まず，本件鑑定書が違法収集証拠に当たるかについて検討する。

２ 証拠上認定できる事実

（１）捜査の端緒及び被告人が任意同行されるまでの経過

   ア ５月１１日午後６時４３分ころ，パチンコ店店長から，同店駐車場にあ

る車両の運転席と助手席の窓ガラスが割られている旨の１１０番通報が

あった。通報を受けて現場に臨場したＩ署警察官らは，窓ガラスが割れ

たクラウンを発見した。警察官らは，複数の目撃者から，３人の男女が

車を取り囲み，男の１人がバットで車の窓ガラスをたたいていた，車に

乗っていた男性が，割れた窓から無理矢理引っ張り出されていた，その

後，銀色のステーションワゴンが駐車場から走り去ったとの供述を得る

とともに，防犯ビデオで走り去る銀色のステーションワゴンを確認した。

   イ 上記事件（以下「別件」という。）の捜査は，当初は，強行犯凶悪事件

として，Ｉ署の刑事第一課と愛媛県警察本部の捜査第一課が担当するこ

ととなった。しかし，事件関係者として浮上した被告人やＤらが，暴力

団と親交があり，薬物取引にも関係している人物として把握されていた

ことから，５月１１日午後１１時ころまでに，Ｉ署の刑事第二課が捜査

を引き継ぎ，刑事第二課長のＪ警部が，捜査の指揮を執った。なお，刑

事第二課は，暴力団犯罪を担当する組織犯係と知能犯係に分かれ，組織

犯係は更に暴力団係と薬物銃器係に分かれていた。

   ウ Ｊ警部は，Ｋ巡査部長らに対し，被告人を任意同行させるよう指示した。

Ｋ巡査部長らは，５月１２日（以下「当日」という。）午前０時３０分

ころ，被告人方マンションに赴き，同マンション駐車場において，被告
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人，Ａ，Ｆ（以下，この３名を併せて「被告人ら」という。），Ｄ，右

膝付近を怪我しているＣを発見し，同人らに対し，Ｉ署への任意同行を

求めた。被告人ら及びＣはこれに応じ，当日午前１時５分ころＩ署に到

着した（なお，Ｄはその場から立ち去った。）。そして，被告人を刑事

第二課第６取調室（以下「取調室」という。）に案内したところ，被告

人は，特に異議を述べることなくこれに応じ，事情聴取が開始された。

（２）別件での逮捕に至るまでの取調べの状況等

   ア Ｊ警部は，被告人らを任意同行後の当日午前１時３０分ないし午前２時

ころ，Ｌ警部補に対し，別件に関し，強制捜査（逮捕・捜索差押）の必

要性についての捜査報告書の作成を指示し，Ｌ警部補は，これを受けて

報告書の作成を開始した。

イ 刑事第二課における薬物担当の責任者であるＭ警部補は，被告人につ

いて，覚せい剤取締法違反の前科を有する者と把握していたことから，

被告人を同行させた時点で，被告人から尿を提出させる必要性があると

考えていた。ただし，被告人に対し，別件での取調べが開始されたこと

などから，当初はこれを優先させることとした。

   ウ 被告人の取調べは，Ｎ巡査部長により行われた。被告人は，取調べにお

いて，クラウンの窓ガラスをたたき割るなどしたことを認めた上で，そ

の理由につき，自殺しようとしていたＣを助けるためであった旨供述し

た。なお，Ａ，Ｆも取調べにおいて，これに沿う供述をした。

エ Ｊ警部は，当日午前３時前後ころ，それまで供述を拒否していたＣが，

自殺しようとして，バットでガラスを割られて助けられたなどという供

述を始めたとの報告を受け，被告人らを通常逮捕する方針を固め，取調

べを担当していた各警察官に対し，供述調書の作成を指示した。しかし，

被告人らは，供述調書への署名押印を拒否した。

   オ 被告人は，当日午前３時３５分ころ，Ｎ巡査部長に対し，取調官を替え
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るよう要求し，これを拒まれると，持っていた携帯電話で通話を始めた。

Ｎ巡査部長は，再三にわたり，通話をやめるように言ったが，被告人は

通話を続けた。結局，被告人は，当日午前３時３５分ころから午後０時

５１分ころまでの間，９５回にわたり，ＤやＡ，母親であるＯらと，発

信通話を繰り返した。被告人は，当日午前３時３８分ころ，母親に電話

をかけ，不法にＩ署に連れてこられているので，迎えに来て欲しい旨述

べ，当日午前３時４６分ころ，知人のＰに電話をかけ，Ｉ署にいるが，

何もしていないのに帰してくれない，迎えに来てくれと言い，その二，

三十分後に，再び同人に電話をかけ，警察官に腹を殴られたと言った。

   カ 被告人は，当日午前４時８分ころ，取調室において，帰らせろと言って

立ち上がり，退出しようとした。Ｎ巡査部長が右手を差し出してこれを

制したところ，被告人は，取調室内の長机を蹴った。物音や声を聞いて，

Ｑ巡査，Ｒ警部補，Ｓ巡査ら４名の警察官が駆けつけ，取調室の出入口

付近に立ち塞がった。被告人は，Ｑ巡査らの様子を携帯電話の動画機能

で撮影し，その際に「警察官に囲まれて帰してくれません。」などと言

い，警察官らに対し１人ずつ名前を言うよう要求した。これに対し，警

察官らは，１人ずつ名前を名乗るとともに，「読んで終わって，全部終

わってから。」，「話ちゃんとやってくれるんやったら帰すって。」な

どと被告人に言った。

   キ 被告人は，当日午前４時２０分から午前４時２８分ころにかけて，松山

市消防局に合計３回電話をかけ，捜査員から殴られた，救急車を呼んで

欲しい旨述べた。同消防局職員がＩ署に連絡して電話の件について確認

したところ，Ｉ署警察官から，署内にＴ（被告人名）なる人物はいない，

救急車は不要であるなどと言われ，これを被告人に電話で伝えた。

   ク Ｐは，当日午前４時過ぎころ，Ｉ署に到着し，警察官らに対し，被告人

を迎えに来たから会わせてくれるよう求めたが，警察官らは，今は会わ
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せられない旨答え，面会を認めなかった。

   ケ 被告人の両親は，当日午前５時過ぎころ，Ｉ署に到着し，受付の担当者

に対し，被告人から連絡があったので会わせて欲しい旨伝えたが，３０

分間ほどそのまま待たされた。その間，被告人から，早く来て欲しい旨

の電話が何度もあったことから，母親が，受付の担当者に対し，このよ

うな電話がかかってきているがどうなっているのか尋ねたが，待つよう

になどと言われた。そこで，被告人の母親が，警察署の階段を上がろう

としたところ，警察官が上から降りてきて，まもなく被告人に対し逮捕

状が出るので面会はできないと告げた。

   コ 取調べ開始後，上司への報告等で取調室を離れる際や，被告人の用便時

を除き，Ｎ巡査部長が１人で被告人の応対をしていたが，午前４時３０

分ころから後記別件の逮捕状執行までの間，Ｓ巡査又はＵ巡査部長が取

調室内の出入口横に座り，取調べ補助官として，被告人の取調べに立ち

会った。

   サ 被告人は，上記動画撮影後，逮捕状執行までの間に三，四回ほど，「帰

らせろ。」などと怒鳴り，取調室出入口に向かって歩き出すことがあっ

たが，Ｎ巡査部長が，まだ取調べが終わっていない旨述べ，更に数名の

警察官が出入口付近に立ち塞がるなどして，被告人の退去を阻止した

（この点，Ｎ巡査部長は，当公判廷において，被告人が，三，四回ほど，

「帰らせろ。」と怒鳴り，取調室の出入口に向かって歩き出すことがあ

ったが，自分が説得すると，椅子に戻っており，他の警察官が駆けつけ

ることはなかった旨証言する。しかし，前記経過に照らし，口頭による

説得のみで被告人が簡単に退出をあきらめるとは考え難い上，Ｖ巡査部

長やＫ巡査部長が，当公判廷において，被告人の怒鳴り声を聞いて，取

調室に駆けつけたと証言していること，Ｗ警部補も，１度か２度かよく

思い出せないが，取調室の方から被告人の怒鳴り声が聞こえるたびに，
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近くの刑事が取調室内に入ったと証言していることからすれば，少なく

とも，数名の警察官が取調室の出入口付近に立ち塞がり，被告人の退出

を阻止したことが何度かあったものと認められる。）。

   シ 当日午前９時ころ，Ｉ署は，松山簡易裁判所に対し，被告人に対する別

件についての逮捕状請求を行った。令状発付の連絡がなかなかなかった

ことから，Ｊ警部は，Ｗ警部補に指示して，当日午前１１時ころ，午後

０時前ころ，午後１時過ぎころの３回にわたり，裁判所に連絡して令状

審査の進捗状況を問い合わせるなどした。

   ス Ｎ巡査部長は，当日午前１１時ころ，被告人が用便を申し立てた際，被

告人に対し，尿の任意提出を求めたが，被告人はこれを拒否した。Ｎ巡

査部長がＭ警部補に対し，被告人が尿の提出を拒否したことを伝え，Ｍ

警部補は，これを受けて，尿の捜索差押許可状（強制採尿令状）を得て，

被告人の尿を差し押さえる必要性があると考えた。ただし，その時点で，

既に別件で逮捕状請求の手続が執られていたことから，逮捕後に尿の差

押えを行うこととし，そのころ，部下であるＶ巡査部長に対し，強制採

尿の必要性に関する捜査報告書の作成を指示した。

セ Ｖ巡査部長は，別件の逮捕状執行に先立ち，取調室において，被告人

に対し，注射痕を確認するため腕を見せるよう求めたが，被告人は，こ

れを拒否した。

   ソ 松山簡易裁判所Ｘ裁判官は，当日午後２時過ぎころ，被告人に対する別

件での逮捕状を発付し，Ｋ巡査部長は，当日午後２時３３分，被告人に

対し，同逮捕状を執行した。なお，同逮捕状執行の際には，被告人に対

する身体捜検は実施されなかった。

（３）尿の捜索差押えに至るまでの状況等

   ア 被告人は，当日午後２時５５分から午後３時４４分までの間，Ｙ弁護士

と接見した。Ｖ巡査部長は，上記接見終了後，薬物担当のＲ警部補とＺ
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巡査部長（Ｚ巡査部長は，注射痕の有無を写真撮影するため，カメラを

持参していた。）と共に，取調室内に入り，被告人に対し，再度注射痕

を確認させてくれるよう求めたが，被告人はこれを拒否した。Ｖ巡査部

長は，取調室から退出し，Ｍ警部補に，被告人が注射痕の確認を拒否し

た旨報告し，Ｍ警部補は，Ｊ警部に対し，その旨を報告した。

イ すると，Ｊ警部は，Ｖ巡査部長に対し，逮捕時に身体捜検を行ったか尋

ね，これを行っていないことを聞くと，身体捜検を行うことを決め，当日

午後４時前ころ，自ら取調室に入り，Ｍ警部補，Ｖ巡査部長，Ｒ警部補，

Ｚ巡査部長が，これに続いて取調室に入った。そして，Ｊ警部が，被告人

に対し，これから身体捜検を行う旨告げたところ，被告人は，取調室内の

机の下に入り込んでその脚を両腕で抱え込み，腹ばいのような体勢になっ

て抵抗の姿勢を示した。Ｊ警部は，自ら被告人を起き上がらせようとした

が，被告人が強く抵抗したので，後は他の者に任せ，取調室を退出した

（被告人は，当公判廷において，Ｊ警部を取調室において見たことはない

などと供述するが，警察官証人全員が，Ｊ警部が取調室に入って被告人と

対峙したことを証言している。決裁官の立場にある者が，自ら身体捜検を

行うというのは，Ｎ巡査部長も認めるように異例のことであり，しかも，

その述べる経過は，後に検討するように，必ずしも警察官らに有利な事実

でもないことから，この点について，あえて口裏を合わせてまで虚偽の供

述をするとは考え難い。よって，上記のとおり認定した。）。

   ウ Ｎ巡査部長は，被告人の背後から両手を被告人の両脇の下に通して，被

告人を抱えるようにしてその身体を抱き起こした。その際，Ｒ警部補が

被告人の左腕を，後から室内に入ってきたＫ巡査部長が被告人の右腕を

それぞれつかんだ。そうしたところ，被告人は，「見てみいや。」など

と言って，両腕の内側を示した。Ｖ巡査部長らは，両腕の内側に残る注

射痕の有無を確認し，Ｚ巡査部長は，持っていたカメラで被告人の両腕
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の内側等を撮影した。その間，Ｎ巡査部長は，被告人の背後から被告人

を抱えるようにした体勢のままであった。そして，被告人の両腕内側に

注射痕は認められなかった。

   エ 当日午後７時ころ，Ｉ署は，松山地方裁判所に対し，被告人の尿の捜索

差押許可状請求を行った。同請求書には，Ｖ巡査部長が作成した被告人

に対する強制採尿の必要性に関する捜査報告書，別件の逮捕手続書，弁

解録取書，強制捜査の必要性に関する報告書などの疎明資料が添付され

ていた。

   オ 松山地方裁判所α裁判官は，当日午後８時ころ，被告人の尿の強制採尿

令状を発付した。

   カ Ｒ警部補らは，当日午後８時１６分ころ，被告人に対し，上記強制採尿

令状を呈示し，被告人を医療法人β病院に連行した。被告人は，当日午

後８時２７分ころ，同病院において排尿を行い，Ｒ警部補は，当日午後

８時２８分，これを差し押さえた。

（４）被告人の負傷状況及びそれに関する被告人の言動等

   ア 被告人は，当日午後９時２４分から午後１０時ころまでの間，γ警察署

（以下「γ署」という。）において身体検査を受け，その際，左首筋，

左肩，右手首，右小指，右環指，左手首に新しい擦過傷が認められた。

被告人は，上記身体検査の際，同日，Ｉ署の取調室で警察官に押さえ込

まれた旨申し立てた。

   イ 被告人は，５月２９日，検察官による取調べの中で，検察官から促され，

警察官から受けた暴行の内容について紙に書き，署名押印した。同書面

には，被告人が１１９番通報をした後，警察官から大外刈りをかけられ，

上から殴る蹴るの暴行をされ，服を破られ，首にも怪我を負った，暴行

の回数は軽く５０発を超える回数であった旨が記載されているが，警察

官らに無理矢理注射痕の確認をされ，その際殴る蹴るの暴行を受けた旨
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の記載はない。

   ウ 被告人は，５月３０日，β病院を受診し，約１週間の経過観察・加療見

込みの両手打撲，左手関節・右手・頸部挫創，背部打撲と診断された。

その際，被告人は，医師に対し，取調べのときに暴行されてあちこち痛

い，痛い場所と創があるところをしっかり記録しておいて欲しいので来

院した旨述べた。被告人のカルテの同日の欄には，「痛み 右中指ＭＰ

痛，背部ＰＶＭの後屈痛」，「創 左手中指ＭＰ，左手関節背側，左頸

部」との記載がある。

３ 警察官らによる被告人に対する暴行の有無について

被告人は，当公判廷において，①当日午前３時から午前３時３０分ころ，取

調室から出ようとしたところ，警察官８名に出入口をふさがれた上，そのうち

の１人に腹を殴られ，大外刈りのような技で倒され，複数の警察官に，亀の甲

羅状態でうずくまっている被告人の背中，両大腿部，頭を抱えている両手を５

０回ぐらい踏んだり蹴ったりされ，首根っこをつかまれて椅子に引き戻された，

②同日午後３時５５分ころ，強制的に腕を見てかまわないという令状が出たと

言われた上，Ｎ巡査部長に足払いのような技で引き倒され，複数の警察官に，

２０回ぐらい踏んだり蹴ったりされたと供述することから，この点について検

討する。

まず，被告人が述べる暴行が事実であるとすれば，その暴行は相当執拗で激

しいものであり，被告人の負傷が，同日行われたγ署での身体検査で認められ

た擦過傷や，約１８日後にβ病院で認められた打撲，挫創の程度にとどまると

は考えにくい。そして，被告人は，前記認定のとおり，当日午前４時８分ころ，

取調室の出入口付近に立つ警察官らの様子を携帯電話の動画機能で撮影し，退

出させてもらえないことへの抗議をしているところ，その際には①の暴行を受

けたことに何ら触れていない。退出を拒むよりも，より重大な人権侵害である

暴行がその直前に行われていたとすれば，動画の撮影に際して，そのことを訴
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えるのが自然であるが，そのような被告人の言動はなかったのである。また，

被告人は，別件で逮捕された後に弁護士と１時間にわたり面会しているが，そ

の際に激しい暴行を受けたことを訴えたのであれば，弁護士からＩ署に対し，

何らかの抗議や申し入れがあるはずであるのに，そのような抗議等がなされた

形跡はない。更には，被告人は，別件での検察官による弁解録取や裁判官によ

る勾留質問においても，警察官から①②の暴行を受けたことについて訴えては

いない。加えて，被告人の取調べを担当していたＮ巡査部長らも，①の段階で

被告人に対する有形力の行使があったことを明確に否定し，②の段階でも，被

告人を抱き起こす以上に殊更に暴力を振るったことはない旨述べている。

弁護人は，身体検査やβ病院での診察の際に被告人の身体に擦過傷等がある

ことが認められたこと，当日に被告人の着ていた長袖トレーナーの左肩の首付

近が破れていること，被告人が，母親や知人に対し，警察官から暴行された事

実を伝えていることなどを根拠に，警察官による暴行があったと主張する。し

かしながら，上記擦過傷等の被告人の負傷や着衣の破れについては，午後４時

前ころ，取調室内の机の脚を両腕で抱え込み腹ばいのような体勢になった被告

人の腕を机の脚から引きはがし，抱き起こした際に生じた（その経過を見ても，

被告人が相当激しく抵抗していたことがうかがえる。）ものと考えても矛盾し

ないし，母親や知人に訴えていた点については，実際に殴られていないのに顔

を殴られたと言い（対母親），最初の電話の際には暴行を受けたことを伝えて

いない（対知人）ことなどからすると，その訴えは，警察署から何としても退

去したいと考え，その協力を求めるために述べたものであると理解できる。

また，被告人は，５月２９日の検察官取調べの際に，警察官から暴行を受け

たことを訴え，その内容を書面化しているが，公判廷において自らも認めるよ

うに，同書面には公判廷での供述とは，暴行の時期等の重要部分について矛盾

した内容が含まれており，信用できない。

以上の事実によれば，被告人が述べるように，警察官から殴る蹴るの激しい
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暴行を受けたとは認められない。

４ 捜査の違法性

（１）被告人に対する留め置きについて

被告人は，当日午前１時５分ころＩ署に任意同行されているのであるが，

午前４時８分ころ，帰宅させるよう要求して立ち上がり，取調室から出て行

こうとして取調官ともめており，遅くともこの時点において，退出の意思を

明確に表明したと認められる。しかるに，警察官の留め置きの態様は，集ま

った４名もの警察官が，取調室の出入口付近に立ち塞がるというものである。

取調室の構造や着席位置（出入口が１か所で開閉式の扉があり，被告人は，

取調室の奥に座らされていて，同所を通過しないと外に出ることができな

い。）と集まった警察官の人数に照らすと，上記警察官らの行為は，直接の

有形力こそ行使していないものの，被告人が取調室から退出することを事実

上不可能ならしめるものであったといえる。更に，その後も三，四回ほど，

退出を要求したが，取調官はこれを拒否し，数名の警察官が出入口付近に立

ち塞がって，被告人の退出を阻止していた。

そして，留め置いた時間は，任意同行から午後２時３３分の逮捕まで約１

３時間３０分，被告人が帰宅を訴えた当日午前４時８分ころ以降に限っても

１０時間余りという長時間に及んでいる。なお，逮捕状請求（午前９時こ

ろ）からその発付（午後２時ころ）まで約５時間かかっており，通常の令状

実務からは考え難いほど令状審査に時間がかかっていることは否定し難く，

この点については捜査機関のみに責任があるわけではない。また，本件は，

事件関係者が複数おり，被告人を始め事情聴取に必ずしも協力的ではなく，

ある程度時間がかかることもやむを得ない面がある。それでも任意同行から

逮捕状を請求するまでに約８時間，逮捕状請求の方針を固めた午前３時以降

請求までに約６時間を要しており，いかにも長過ぎるといわざるを得ない

（なお，被告人らやＣの供述状況にかんがみ，午前３時ないし４時ころの時
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点において，緊急逮捕の要件が備わっていたと認めるのは困難であり，通常

逮捕状請求によったことは妥当な措置であったといえる。）。

そして，被告人は，取調室で留め置かれている間，携帯電話で多数回にわ

たり，外部との通話を行っている。しかしながら，警察官らは，被告人に対

し，再三にわたり通話をやめるよう要請しており，全く自由に通話を認めて

いたというわけではなく，被告人の知人や母親が被告人との面会を希望した

にもかかわらず，結局面会させることなくこれを拒否し，被告人から救急車

出動の要請を受けた松山市消防局の問い合わせに対しても，被告人はＩ署内

にいないなどと虚偽の説明をしている。これらの事実からすれば，警察官ら

が，被告人と外部との交通を遮断しようとしていたことは明白である。

以上のとおり，被告人が，数回にわたり明白に退去の意思を表明し，実際

に退出しようとしたにもかかわらず，数名の警察官が出入口付近に立ち塞が

って退出を阻止し，被告人をその意思に反して留め置くなどしたこと，その

間，被告人の知人や母親との面会も拒むなど，外部との交通も制限していた

ことを併せ考慮すれば，遅くとも被告人が明確に退出の意思を表明した午前

４時８分ころ以降，被告人を取調室内に留め置いた行為は，既に別件での逮

捕状請求の準備段階に入っていたことを考慮しても，任意捜査として許容さ

れる限度を超えた違法な身体拘束であったと認められる。

そして，先に認定したとおり，警察官らは，任意同行の時点から，被告人

に対し，覚せい剤使用の嫌疑をかけ，その尿を提出させる必要があると考え

ており，実際に，午前１１時ころには，被告人に対し，尿の任意提出を求め，

被告人が尿の任意提出を拒否した後は，強制採尿を実施することも視野に，

被告人に対し，注射痕の有無を確認させるよう求めるなどし，結局別件での

逮捕後に強制採尿を実施していることに照らせば，被告人の留め置き状態及

びその後の逮捕手続を利用して覚せい剤事件の捜査を行った面があることは

否定できない。
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（２）身体捜検について

Ｊ警部は，身体捜検を行った理由について，当公判廷において，Ｃの負

傷状況等に照らし，被告人がナイフ等の凶器を隠匿している可能性がある

ところ，逮捕の際に身体捜検を行うよう指示していたにもかかわらず，行

われていなかったことから，その時点で行ったと説明する。

確かに，警察官職務執行法上，逮捕されている者に対しては，その身体

について凶器を所持しているかどうか調べることができるとされ（同法２

条４項），犯罪捜査規範においては，逮捕後直ちに行うよう義務付けられ

ている（同規範１２６条４項）。しかしながら，本件においては，前記認

定のとおり，既に任意同行後長時間が経過していて，その間，被告人が凶

器を所持していることをうかがわせるような事情はなく，取調官を始め，

捜査に関わった警察官らがこれを疑っていた様子もない。そして，身体捜

検の直前に，Ｖ巡査部長が，Ｒ警部補及びＺ巡査部長と共に取調室内に入

り，被告人に対して注射痕があるかどうか確認させるよう求めて拒否され，

Ｊ警部にその旨の報告がなされた直後に身体捜検が実施されていること，

身体捜検が，主として被告人に対する覚せい剤事件の捜査を担当している

者らによって実施されていること，身体捜検においては，被告人の両腕の

注射痕の有無を確認することに主眼が置かれ，写真撮影は両腕の注射痕の

有無に関するもののみが行われていることに照らせば，本件は，逮捕に伴

う安全確保のため警職法上認められた身体捜検ではなく，これに名を借り

た，注射痕の有無を確認するための捜査目的の身体検査であったとみざる

を得ない。

そして，警察官らは，机の脚を両腕で抱え込んで腹ばいの状態になって

身体捜検への拒否の姿勢を示す被告人に対し，両腕を引きはがして抱き起

こし，被告人を背後から羽交い締めにした状態で，被告人の両腕を検査し

ているところ，これらの一連の行為は，明らかに被告人の意思を制圧し，
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その身体に制約を加えるものである（なお，被告人は，両腕の内側を検査

される直前に，「見てみいや。」などと言って，自ら腕を差し出している

が，それ以前に，頑なに注射痕の確認を拒否していた被告人が，自ら進ん

で両腕の内側を示すとは考え難く，羽交い締めにされ，両腕をつかまれて，

警察官らによる注射痕の確認を避けることができなくなったことから，や

むなく両腕を差し出したものと認めるのが相当である。）。

かかる強制処分を身体検査令状なくして行うことが違法であることは疑

いない。当時，被告人は既に別件で逮捕されており，身体検査について令

状審査を経ることに何の支障もなかったのであり，警察官らもそのことは

当然分かっていたにもかかわらず，上記行為に及んでいるのであって，そ

の違法の程度は重大である。

（３）強制採尿令状の発付について

被告人に対する強制採尿令状は，先に認定したとおり，当日午後７時こ

ろ請求されているところ，同請求の際に添付された疎明資料のうち，強制

採尿の必要性に関するものは，Ｖ巡査部長作成の捜査報告書（甲５８）の

内容のうちの，①被告人が覚せい剤取締法違反の前科１犯を有すること，

②被告人が任意採尿の説得に全く応じないこと，③被告人の両腕の注射痕

の確認を実施しようとするも，被告人が「帰らせろ。」と怒鳴り散らすな

どして，「両腕の確認に至っていない状況である」こと，④被告人が別件

の取調べにおいて執拗に「帰らせろ。」と申し立てる言動は，自身の覚せ

い剤使用事実発覚を恐れて逃れるための言動であり，取調官に対し，怒鳴

り散らす興奮状態は，覚せい剤の薬理作用である疑いが高いこと，⑤被告

人及びＦは，当局が覚せい剤密売人として把握し視察内偵中の者であり，

別件は被告人，Ｆそれぞれを中心とする覚せい剤密売グループの対立を背

景として発生した事案である疑いが高いことの５点であると認められる。

注射痕の存在は，強制採尿令状を発付する上で，一つの有力な資料であ
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って，実務上，被疑者の同意を得て，あるいは同意が得られない場合は身

体検査令状の発付を得た上で，注射痕の存在を確認し，その写真撮影を行

うなどして，強制採尿令状請求の疎明資料とすることが広く行われている。

本件においても，強制採尿令状請求に先立って実施された身体捜検の際に

注射痕が確認された場合，これを疎明資料に盛り込んでいたものと容易に

想像される（本件の経緯等に照らし，本件身体捜検の違法性を認識して資

料化を差し控えたとは到底考えられない。）。しかるに，本件においては，

注射痕がないことが確認されているのであるから，撮影した写真を添付す

るなどして捜査報告書を作成し，その事情を情報提供すべきであった。そ

れにもかかわらず，「両腕の確認に至っていない」との，客観的に判明し

た事実に反する記載がなされているのである。その意図を勘案するに，そ

れが強制採尿令状の発付を得る上で不利な事情であるので，これを殊更に

隠したと考えざるを得ない。令状審査，とりわけ密行性が要請され，被疑

者側の陳述を聴くことなく審査を行う必要がある逮捕状その他の一般令状

の審査においては，捜査官が捜査の過程で把握している事情については，

消極方向の事情についてもこれをきちんと疎明資料に盛り込み，審査に供

することが強く求められるのであって，本件において，注射痕が認められ

なかったという重要な事実を知らせず，単に被告人が注射痕の確認を拒否

し，あたかも注射痕が存在している可能性が高いかのような内容を記載し

た点は，令状主義の精神に反するもので，厳しい批判を免れない。

そして，上記③を除く他の事情を勘案しても，①の覚せい剤前科につい

ては明らかに認められるものの，その他の事情は，違法な留め置きがあっ

たことに対する拒否の態度であるなどと，（少なくとも被告人側からみれ

ば）反論可能なものであったり，確たる裏付けがないものであって，令状

審査を担当した裁判官が，③の記載が真実に反しており，被告人の両腕に

注射痕が認められなかったことを知った場合には，令状を発付しないか，
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少なくとも捜査官に詳しく事情を聴いたり，追加の疎明資料を求めるなど，

より慎重に審査を行う必要が生じていたと考えられる。

そうすると，警察官らが強制採尿令状の発付を求める際に提出した捜査報

告書の記載には，重要な点で虚偽の記載があり，担当裁判官の令状審査を誤

らせる危険性の高いものであったというべきである。

  （４）採尿手続について

被告人は，自ら尿を採取して警察官に提出している。しかし，先に認定し

た経過に照らせば，警察官から強制採尿令状を呈示され，これを執行すべく

医師の下に連行されるに至り，もはや強制的に採尿されることを逃れ得ない

と考えてあきらめたからにほかならず，強制採尿令状の執行に基づく採尿で

あったと評価すべきものである。

５ 本件鑑定書の証拠能力

以上のとおり，本件においては，①任意同行後，被告人が退去の意思を強

く示したにもかかわらず，取調室出入口付近を大勢の警察官で立ち塞がって

事実上退去を不可能にするなど，長時間にわたり違法に留め置き，②逮捕後，

身体捜検に名を借り，被告人が拒否しているにもかかわらず，無令状での身

体検査を行い，③これにより注射痕が存在しないことが確認されたにもかか

わらず，それが捜査側に有利な事情でなかったことから，強制採尿令状請求

の際にこれを殊更に隠し，その発付を得たのであって，このような強制採尿

に至る一連の捜査過程には，令状主義の精神を没却する重大な違法があった

と評価せざるを得ず，このような捜査を許容することは，将来における違法

捜査の抑制の見地からも相当ではない。

そして，本件鑑定書は，強制採尿の結果得られたもので，正に違法な手続

によって得られた証拠であるから，違法収集証拠として証拠能力を認めるこ

とができず，刑事訴訟規則２０７条により職権で証拠から排除することとす

る。
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６ 結論

本件のその余の全証拠によっても，被告人が覚せい剤を自己の身体に摂取し

たとの事実を認めることはできない。そうすると，結局覚せい剤取締法違反に

係る上記公訴事実については犯罪の証明がないことになるから，同法違反の点

について，刑事訴訟法３３６条により，被告人に対し無罪の言渡しをする。

（累犯前科）

被告人は，（１）平成１４年７月９日松山地方裁判所で恐喝罪により懲役１年

６月（４年間執行猶予，平成１８年１月１８日その猶予取消し）に処せられ，平

成２０年４月１９日その刑の執行を受け終わり，（２）平成１７年１２月１９日

松山地方裁判所で覚せい剤取締法違反により懲役１年に処せられ，平成１８年１

０月１９日その刑の執行を受け終わったものであって，これらの事実は検察事務

官作成の前科調書（乙５）によって認める。

（法令の適用）

被告人の判示第１の所為は暴力行為等処罰に関する法律１条（刑法２６１条）

に，判示第２の所為は刑法２０４条にそれぞれ該当するところ，各罪についてい

ずれも所定刑中懲役刑を選択し，前記の各前科があるので刑法５６条１項，５７

条により判示第１及び第２の各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重をし，以上は

刑法４５条前段の併合罪であるから，刑法４７条本文，１０条により重い判示第

２の罪の刑に刑法１４条２項の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人

を懲役１年１０月に処し，刑法２１条を適用して未決勾留日数中２８０日をその

刑に算入することとし，訴訟費用は，刑事訴訟法１８１条１項ただし書を適用し

て被告人に負担させないこととする。

（量刑の理由）

本件は，被告人が，持っていたバットでクラウンのドアガラス等をたたき割る

などして損壊した上，同車両に乗っていた被害者（Ｃ）に対し，ナイフで右膝付

近を３回突き刺すなどして，加療約２週間を要する傷害を負わせた，共同器物損
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壊及び傷害の事案である。

共同器物損壊の点については，共犯者であるＡと共同して，あらかじめ準備し

たバットで，人が中で寝ている自動車のドアガラス等を殴打し，ドアガラス及び

フロントガラスをたたき割ったものである。犯行の態様は粗暴で危険なものであ

る上，その結果も軽視できない。

傷害の点については，刃物で，Ｃの左脇腹を１回切り付け，膝を３回にわたり

突き刺しており，犯行の態様は，執拗かつ危険であって，悪質である。犯行によ

り，Ｃは，加療約２週間を要し，合計１０針縫う切創の傷害を負っており，犯行

の結果も重い。

今回の事件の発端は，Ｃが，被告人の交際相手のＤの金や時計を勝手に着服し

たことで，Ｄが怒り，被告人もこれに立腹したことにある。そして，被告人の供

述によれば，被告人は，Ｄが，Ｃについて，何をするか分からない危険な人間だ

と繰り返し述べていたことから，Ｃに対抗意識を持ち，Ｄに対し，自分の方がよ

り危険な人物であることを誇示しようとして，Ｃの膝を刺すまでの行為に及んだ

というのであるが，そうであるとすれば，非常に身勝手で，自己中心的な行動で

あるというほかない。被告人は，本件各犯行後，犯行に及んだ経緯等について，

事件関係者と口裏合わせを行っており，犯行後の情状も良くない。被告人は，前

刑及び前々刑の服役から出所後１年余りで本件各犯行に及んでいることからすれ

ば，規範意識は鈍麻している。

  以上によれば，被告人の刑事責任は相当に重く，被告人がＣに対して謝罪文を

送り，当公判廷においても謝罪の意思を明らかにしていること，Ｃの怪我は順調

に回復し，Ｃも，被告人の厳重処罰を求めない旨公判廷で述べていることなど，

被告人のために酌むべき事情を考慮しても，主文の刑に処するのが相当である。

（求刑・懲役３年６月）

平成２２年７月２３日

松山地方裁判所刑事部
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裁判長裁判官      村 越 一 浩                  

裁判官        伊 藤 隆 裕                  

裁判官        松 原 経 正                  


